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ま
た
元
気
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
、
い
き
い
き
と

育
つ
よ
う
に
、
応
援
し
て
い
き

た
い
で
す
ね
。

　

さ
て
議
会
は
、
新
し
い
議
員

構
成
に
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
１
年
。

初
心
を
忘
れ
ず
、
市
政
向
上
の

た
め
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　

新
年
度
予
算
が
決
定
し
、
２

０
０
８
年
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
春
、
入
学
や
就
職
な
ど
、

新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
さ
れ
た
方

も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
、
市
内
の
小
学
校
に
は

　

名
、
中
学
校
に
は　

名
が
入

９９４

９０３

学
し
ま
し
た
。
か
わ
い
ら
し
い

ラ
ン
ド
セ
ル
姿
の
小
学
１
年
生

と
出
会
う
た
び
、
心
が
和
み
、

〈
議
会
報
編
集
委
員
〉

阿
部
利
恵
子　
　

宮
川　

豊
史

島
�　

清
二　
　

原　
　

紀
子

間
宮　

美
季　
　

梶
井　

琢
太

次の市議会の日程（予定）
第２回定例会本会
議（初日）６月５日（木）

本会議（２日）６月９日（月）

本会議（３日）６月１０日（火）

本会議（４日）６月１１日（水）

本会議（５日）６月１２日（木）

常任委員会６月１６日（月）

常任委員会６月１７日（火）

予算特別委員会６月１８日（水）

本会議（最終日）６月２４日（火）

＊開議時刻はおおむね午前９時３０
分です。
＊請願・陳情の受け付けは、５月
３０日（金）の午後３時までを予
定しています。
＊詳細は、議会事務局にお問い合
わせください。
　電話　０４２（４７０）７７８９（直通）

請願・陳情の審議結果

〔平成１９年第４回定例会から閉会中の継続審査となっていた陳情〕

議決結果件　　　　　　名番 　号

不採択法令遵守の徹底のためのガイドライン策定を求める陳情１９陳情第９３号

〔本定例会で付託された請願・陳情〕

議決結果件　　　　　　名番 　号

不採択公立保育園民営化計画を入園予定者に十分な説明責
任を果たした上で検討することを求める請願２０請願第１号

不採択「家庭ごみ有料化」の中止を求める請願２０請願第２号

趣旨採択「コミュニティバス」の早期実現を求める請願２０請願第３号

不採択南沢地区地区計画策定業務委託報告書の隠ぺい・偽
装事件の真相究明と責任を求める請願２０請願第４号

不採択
審議会を廃止して無制限に市民が参加できるパブリ
ックコメント住民参加方式の拡充を求める市民意見
請願

２０請願第５号

不採択都営住宅の新設、建て替えを求める請願２０請願第７号

不採択
はくさん保育園の民間委託計画について、入園予定
者も含む利用者への説明責任を果たした上で検討す
ることを求める請願

２０請願第８号

不採択
「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではな
く自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見
書提出に関する陳情

２０陳情第１号

不採択落合川雨水幹線の中止を求める陳情２０陳情第２号

趣旨採択「市内循環ミニバス」の一日も早い実現を願う陳情２０陳情第３号

不採択
憲法・都と市と交わした委託や市と事業者（給水指
定店）と交わした契約・職員や介護認定審査会委員
・監査委員や測量士の過失等についての陳情

２０陳情第４号

不採択イオン出店による税収のマイナス面も算出すること
を求める陳情２０陳情第５号

不採択特命随契の全廃を求める陳情２０陳情第６号

不採択乳幼児医療費助成制度所得制限撤廃を４月から、就
学前まで拡充することを求める陳情２０陳情第７号

不採択イオン誘致について公開討論会の開催を求める陳情２０陳情第８号

不採択東久留米市の施策運営に関する陳情２０陳情第９号

不採択利用者の立場に立った子育てに関する施策公開・運
営を求める陳情２０陳情第１０号

不採択議会運営委員会の「陳情を審議しない」議決を撤回し、
従来どおり慎重審議することを求める陳情２０陳情第１１号

不採択後期高齢者医療について、国への制度廃止意見書採
択を求める陳情２０陳情第１２号

不採択組合との交渉公開を求める陳情２０陳情第１３号

不採択公立保育園の民間委託の再考を求める陳情２０陳情第１４号

不採択待機児を解消するために認可保育園の増設を求める
陳情２０陳情第１５号

不採択
「東久留米市立保育園の公設民営化実施計画」にお
ける上の原保育園の民営化移行時期の根拠を明らか
にすることを求める陳情

２０陳情第１６号

不採択市立保育園の公設民営化による子どもへの負担を軽
減することを求める陳情２０陳情第１７号

不採択
利用者（入園予定者も含む）への説明責任を果たし
た上ではくさん保育園の民間委託に関する取り組み
について検討することを求める陳情

２０陳情第１８号

不採択学校統廃合における子どもたちの教育環境を整える
ことを求める陳情２０陳情第１９号

不採択市役所１階喫茶コーナー使用許可に関する陳情２０陳情第２０号

〔本定例会で閉会中の継続審査となった請願・陳情〕

議決結果件　　　　　　名番 　号

継続審査情報公開をきちんと行なうことを求める請願１９請願第１５号

継続審査市民に開かれた市議会改革を求める請願２０請願第６号

＊議決月日はすべて３月２７日です。

平成２０年第１回臨時会・第１回定例会議案審議結果
第１回臨時会〈市長提出議案〉 ○…賛成　×…反対

ネット
１人

久留
１人

環境
１人

民主
２人

社・市
３人

共産
３人

公明
５人

自民
５人

結果件　　　　　　名番 号

×○○×××○○可決東久留米市特別職の給料の特例に関する条例第１号

第１回定例会〈市長提出議案〉
ネット
１人

久留
１人

環境
１人

民主
２人

社・市
３人

共産
３人

公明
５人

自民
５人

結果件　　　　　　名番 号

○○×○○○○○可決東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更
する規約第２号

○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市下水道事業特別会計補正予
算（第２号）第３号

○○○○○○○○可決東久留米市下水道事業特別会計条例第４号
×○×○××○○可決東久留米市後期高齢者医療に関する条例第５号

○○○○○○○○可決東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例の
一部を改正する条例第６号

○○○○○○○○可決東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例の
一部を改正する条例第７号

○○○○○○○○可決東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例第８号

○○○○○○○○可決東久留米市青少年委員設置に関する条例の一部を
改正する条例第９号

○○○○○○○○可決東久留米市下水道条例の一部を改正する条例第１０号
○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市一般会計補正予算（第４号）第１１号

○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市国民健康保険特別会計補正
予算（第３号）第１２号

○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市介護保険特別会計補正予算
（第２号）第１３号

○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市下水道事業特別会計補正予
算（第３号）第１４号

○○○○○○○○可決平成１９年度東久留米市受託水道事業特別会計補正
予算（第１号）第１５号

×○○○××○○可決平成２０年度東久留米市一般会計予算第１６号
×○○○××○○可決平成２０年度東久留米市国民健康保険特別会計予算第１７号

×○×○××○○可決平成２０年度東久留米市後期高齢者医療特別会計予
算第１８号

○○○○○○○○可決平成２０年度東久留米市老人保健特別会計予算第１９号
○○○○○○○○可決平成２０年度東久留米市介護保険特別会計予算第２０号
×○×○××○○可決平成２０年度東久留米市下水道事業特別会計予算第２１号
○○○○○○○○同意東久留米市教育委員会委員の任命について第２２号

○○××○×○○同意１９.市立わかくさ学園新築工事の請負契約の締結
について第２３号

×○○○××○○可決東久留米市国民健康保険条例第２４号
×○○○××○○可決東久留米市国民健康保険税条例第２５号

第１回定例会〈議員提出議案〉

ネット
１人

久留
１人

環境
１人

民主
２人

社・市
３人

共産
３人

公明
５人

自民
５人

結果件　　　　　　名番 号

○○×○○○○○可決東久留米市議会委員会条例の一部を改正する条例第１号

○×××○○××否決東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例の
一部を改正する条例第２号

＊上記の表は、議長を除く各議員の表決結果を会派単位でまとめたものです。会派の表示は次のとおりです。
　自民…自民クラブ　公明…公明党　共産…日本共産党　社・市…社会・市民会議　民主…民主党
　環境…環境市民派無所属　久留…久留米ハートネット　ネット…ネットワークひろば
＊議案第１号の議決月日は２月２０日、議案第２号、第３号および議員提出議案第１号の議決月日は３月３日、その他の議決月日
は３月２７日です。

平
成

年
度
補
正
予
算
を
可
決

平
成　

年
度
補
正
予
算
を
可
決

１９１９

　

今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
補
正
予
算
の
う
ち
、
平
成　

年
度

１９

一
般
会
計
予
算
（
第
４
号
）
と
国
民
健
康
保
険
（
第
３
号
）・
介

護
保
険
（
第
２
号
）・
下
水
道
事
業
（
第
３
号
）・
受
託
水
道
事

業
（
第
１
号
）
の
４
特
別
会
計
予
算
は
３
月　

日
の
予
算
特
別

１７

委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
３
月　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
す
べ

２７

て
、
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
委
員
会
で
の
質
疑
か
ら
】

　

�
�
来
年
度
の
収
納
対
策
は
。

　

答
弁　

現
年
度
分
の
徴
収
強

化
を
図
り
、
滞
納
さ
せ
な
い
た

め
の
対
策
、
電
話
催
告
等
を
講

じ
る
。
不
誠
実
な
滞
納
者
へ
は
、

動
産
等
の
差
し
押
さ
え
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
よ
る
売
却

代
金
の
強
制
徴
収
等
を
実
施
。

　

�
�
滞
納
に
関
し
、
�
そ
の

理
由
、
�
現
状
と
対
応
策
は
。

　

答
弁　

�
今
回
の
税
源
移
譲

の
関
係
で
税
負
担
率
５
％
の
方

が　

％
と
な
り
負
担
が
大
き
く

１０
な
っ
た
こ
と
か
と
思
う
。
�
仮

称
債
権
管
理
条
例
の
策
定
に
向

け
、
庁
内
に
検
討
委
員
会
を
設

置
し
て
全
体
状
況
を
調
査
中
。

ま
と
ま
り
次
第
報
告
し
た
い
。

　

�
�
障
が
い
者
福
祉
に
関
し
、

日
中
一
時
支
援
が
３
月
１
日
に

ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
こ
の
時
期

に
な
っ
た
理
由
は
。

　

答
弁　

関
係
す
る
施
設
の
代

表
者
会
を
開
く
な
ど
し
、
意
見

を
伺
っ
た
り
し
た
が
、
ど
う
い

う
形
で
支
援
を
行
う
か
、
素
案

が
ま
と
ま
っ
た
の
が
２
月
中
旬

と
い
う
経
過
が
あ
る
。

　

�
�
子
ど
も
の
広
場
清
掃
委

託
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
お
願
い

で
き
な
い
か
。

　

答
弁　

地
域
の
方
の
申
し
出

を
受
け
、
民
と
公
の
共
同
作
業

で
徐
々
に
で
は
あ
る
が
取
り
組

ん
で
い
る
。
広
げ
て
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　

�
�
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
の

申
込
期
間
短
縮
の
検
討
は
。

　

答
弁　

施
設
の
備
品
の
予
約

な
ど
シ
ス
テ
ム
的
に
簡
単
に
直

せ
る
も
の
は
随
時
改
善
し
て
い

る
。
要
望
の
件
は
、
来
年
度
予

算
の
中
で
機
能
ア
ッ
プ
な
ど
の

対
応
を
考
え
て
い
る
。

　

�
�
学
校
規
模
適
正
化
対
象

校
の
八
小
・
四
小
・
下
里
小
の

校
舎
・
体
育
館
は
耐
震
化
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
一
時
避
難
所

の
指
定
を
変
え
る
べ
き
。

　

答
弁　

現
在
、
変
え
る
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。
閉
校
の
時

期
な
ど
勘
案
し
、
今
後
、
検
討

し
て
い
く
課
題
と
考
え
て
い
る
。

　

�
�
校
庭
の
整
備
計
画
は
。

　

答
弁　

現
在
、
校
庭
に
特
化

し
た
計
画
は
な
い
。

　

第
１
回
臨
時
会（
２
月　

日
）

２０

に
決
議
案
２
件
、
第
１
回
定
例

会
初
日
の
３
月
３
日
に
意
見
書

案
２
件
お
よ
び
７
日
目
の
３
月

　

日
に
意
見
書
案　

件
が
提
出

２７

１６

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
定

例
会
初
日
の
意
見
書
案
１
件
と

３
月　

日
の
意
見
書
案　

件
が

２７

１０

原
案
の
通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
関
係
行
政
庁
等
へ
送
付

し
ま
し
た
。

　

送
付
先
等
詳
細
は
、
議
会
事

務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

陳
情
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
昨
年
６
月
、
議
長
か
ら
議

会
運
営
委
員
会
に
諮
問
さ
れ
、

本
年
３
月
に
「
陳
情
は
審
査
し

な
い
」
と
の
答
申
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
、
会
派
の
代

表
者
で
協
議
し
た
結
果
、
９
月

議
会
か
ら
審
査
し
な
い
こ
と
に

決
ま
り
ま
し
た
。　

　

６
月
議
会
で
は
、
５
月　

日
３０

午
後
３
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た

陳
情
を
従
来
通
り
の
方
法
で
審

査
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
の
提
出

分
は
各
議
員
へ
の
配
布
と
市
長

へ
の
参
考
送
付
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
請
願
は
従
来
通
り
審

査
し
ま
す
。
提
出
に
は
紹
介
議

員
の
署
名
が
必
要
で
す
。

　

詳
細
は
、
議
会
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

陳
情
の
取
り
扱
い
が

陳
情
の
取
り
扱
い
が

９
月
議
会
か
ら
変
わ
り
ま
す
！

　
　

９
月
議
会
か
ら
変
わ
り
ま
す
！

意
見
書
・

意
見
書
・
決決
議議


